
交通反則通告制度適用後の自転車の交通違反に対する指導取締り方針

いつ･どこで･どの違反について･どのように指導取締りを行うのか 自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望
を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルに基づき自転車関連事故の発生場
所や時間帯、違反の種別、原因等を分析し、真に事故抑止に資
する指導取締りを実施

自転車指導啓発重点地区・路線とは、歩道上における自転車と歩行者の交錯、車道における自転車の信号無視等の実態から自転車
関連事故が現に発生し、又は発生が懸念され、自転車交通秩序の実現が必要であると認められる地区・路線をいう。

選定は警察署単位で行い、例えば
○ 自転車通勤者等が集中する駅周辺
○ 自転車通学の学生等により、悪質・危険な自転車の運転が問題となっている通学路等
○ 自転車利用者が特に多い地区・路線

など、地域の実情に応じて選定されている。※ 令和５年４月末現在 1,930箇所選定
このほか、交通死亡事故（自転車関連）が発生した場所等、指導取締りが必要と認められる場所において行う。

どこで 自転車指導啓発重点地区・路線等

いつ

○ 通勤通学時間帯 ○ 薄暮時間帯 など

自転車関連事故の発生が多い時間帯

どのように

取締りの推進

実効性のある指導警告

※ 効果的な広報

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、
積極的に取締りを行う。

運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性
や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。

ＰＤＣＡサイクルに基づく指導取締りの趣旨や目的が国民に伝わるよう、自転車指導啓発重点地区・路線における指導取締り
状況等について、積極的な広報に努める。

交通反則切符
（青切符）

交通切符
（赤切符）

どの違反に
ついて ○ 信号無視 ○ 指定場所一時不停止 ○ 通行区分違反（右側通行、歩道通行等）

○ 通行禁止違反 ○ 遮断踏切立入り ○ 歩道における通行方法違反
○ 制動装置不良自転車運転 ○ 携帯電話使用等 ○ 公安委員会遵守事項違反（傘差し）など

交通事故の原因又は悪質性・危険性・迷惑性が高い違反

○ 酒酔い運転 ○ 酒気帯び運転 ○ 携帯電話使用等（交通の危険を生じさせた場合）

反則行為

上記以外の
違反行為

取締りの
重点対象行為
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